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北九州市受入条件の履行状況 
 

環 境 省 
 
１．処理の安全性確保 

 

受   入   条   件 履   行   状   況 

（１）従来からのフェイルセーフ、セーフティネ

ットの考えに基づく安全対策の強化はもと

より、適切な予算、人員を確保した上で施設

の健全性確保、輸送時の安全対策及び災害対

策を徹底するなど、処理の安全性確保に万全

を期すこと。 

○ この度のベンゼンに係る北九州市との協定

値超過事案が起きたことを踏まえ、JESCO に対

して原因の検証と再発防止策の徹底を指示し

ました。また、JESCO の再発防止策が実効性の

あるものとなるよう今後も指導・監督などを強

化し、JESCO・北九州市と一体となって、安全

対策の強化に取り組んでまいります。 

 
① 全事業所単位で、過去の全トラブル及び

改善対策内容を再評価し、他事業所への水

平展開、管理監督体制の強化を含め、安全

操業のための運用の徹底を図ること。 

○ 同上 

              

② 長期保全計画や定期点検の結果に基づ

き、適切な財政措置を講じた上で、設備・

機器の更新・補修を確実に行うこと。 

○ JESCO において、長期保全計画及び本年度の

実施計画に基づき、設備・機器の更新・補修を

確実に実施しています。 

○ これに必要な費用については、環境省が

JESCO へ国庫補助金を交付しています。今後も

必要な措置を講じます。         

③ 北九州市内の運搬に当たっては、安全性

の実績があるトラック輸送や輸送ルートの

限定など、これまでの安全対策を堅持する

こと。 

○ JESCO の受入基準に、先導車を付けなければ

ならないこと、輸送方法や輸送ルートを限定す

ることなどを盛り込み、平成 27 年４月から運

用しています。このように、市内の運搬に当た

っては、これまでの安全対策を確実に堅持して

いきます。 

④ 新たに処理対象となる地域から輸送を行

う運搬事業者に対し、北九州市内における

輸送規制の遵守を周知徹底すること。 

○ JESCO において、今後新たに処理対象となる

地域から輸送を行う運搬事業者に対し、北九州

市内において遵守すべき輸送規制に関する説

明を年 1 回（前回は平成 27 年３月に実施）行

いつつ、運搬事業者に対する抜き打ち検査を実

施（昨年は６月及び７月に実施）しています。

今後も、輸送規制の遵守を徹底していきます。 

⑤ 安全な輸送路を維持・確保するために必

要と認める場合には、財政措置も含め必要

な措置を確実に講ずること。 

○ 北九州市内の安全な輸送路の維持・確保に必

要な費用に対し、環境省から国庫補助金を交付

しております。今後も、必要な措置を講じます。         
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⑥ 地震、津波等の自然災害に関する最新の

知見を踏まえ、災害対策の内容を常に見直

し、必要に応じて対策を強化すること。 

○ 環境省において、台風の発生見込み等災害に

係る政府内の最新の情報を把握し、JESCO に共

有しています 

○ JESCO において、地方の防災計画等災害に係

る地方自治体の最新の情報を把握し、これに応

じ、災害対策に係る計画を作成しています。 

また、想定最大震度・津波の最大水位の見直

しを含め自然災害に係る最新の科学的知見を

踏まえつつ、有識者の助言も得ながら検討を行

い、必要に応じて、追加措置を実施していきま

す。 

○ 万が一、自然災害が発生した場合には、JESCO

から北九州市及び環境省その他関係機関への

緊急連絡体制を緊急措置手引書において予め

整備しており、迅速な被害情報の把握及び被害

に対する措置について関係機関に情報共有し

つつ進める体制を構築しています。 

（２）万が一、ＰＣＢの外部漏洩、健康被害等の

重大な事故が発生した場合には、その後の操

業の是非について本市と協議するとともに、

被害等に対しては事業実施者とともに補償

を含め必要な措置を迅速に講ずること。 

○ この度のベンゼンに係る北九州市との協定

値超過事案が起きたことを踏まえ、JESCO に対

して原因の検証と再発防止策の徹底を指示し

ました。これを受け、JESCO 北九州事業所にお

いては、今回問題となった施設以外についても

同様の問題がないか総点検を実施しました。そ

の結果、処理施設から PCB が漏れ出ないよう多

重防護の考え方により安全性が確保されてい

ることを改めて確認いたしました。万が一、事

故が発生した場合は、受入条件のとおり適切に

対応いたします。 

 
２．期間内での確実な処理 
 

受   入   条   件 履   行   状   況 

（１）高圧トランス・コンデンサ等については平

成 30 年度末まで、安定器等・汚染物について

は平成 33 年度末までに、かつ、その期間内で

一日でも早く処理完了させることを旨とし

て、関係者が総力を挙げて早期に処理を行う

こと。 

○ 期限内に一日でも早く処理完了させるため

に必要な追加的方策について、平成 27 年７月

から検討を行っており、追加的方策案につい

て、12 月 21 日から１月 19 日までパブリック

コメントを募集したところです。検討結果を

踏まえ、制度的措置を含め速やかに必要な措

置を講じることにより、北九州事業において

期間内に一日でも早く確実に PCB 処理を完了

するよう取り組んでまいります。 
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（２）処理施設の技術的・運用上の改善を徹底し、

トラブルによる稼働停止等が生じないよう万

全を期すこと。 

○ この度のベンゼンに係る北九州市との協定

値超過事案が起きたことを踏まえ、JESCO に対

して原因の検証と再発防止策の徹底を指示し

ました。これを受け、JESCO 北九州事業所にお

いては、今回問題となった設備以外について

も同様の問題がないか総点検を実施しまし

た。対策が不十分な箇所については、速やか

に設備の改良等を行い、安全対策に万全を期

すこととしています。また、環境省としては、

JESCO の再発防止策が実効性のあるものとな

るよう今後も指導・監督などを強化し、安全

対策の強化に取り組んでまいります。 

（３）関係者が一体となった連携体制を速やかに

構築し、各地域において使用中ＰＣＢ含有機

器を含めた未処理機器の把握、事業者に対す

る確認・指導等の取組みを、本市と同程度の

水準を確保しつつ計画的に行うとともに、処

理促進に必要な仕組みを早急に構築するこ

と。 

○ 処理期限内に一日でも早く処理完了させる

ために必要な追加的方策について、平成 27 年

７月から検討を行っており、追加的方策案に

ついて、12 月 21 日から１月 19 日までパブリ

ックコメントを募集したところです。検討結

果を踏まえ、制度的措置を含め速やかに必要

な措置を講じることにより、北九州事業にお

いて処理期限内に一日でも早く確実に PCB 処

理を完了するよう取り組んでまいります。 

 

① 使用中機器も含めたＰＣＢ含有機器の把

握・処理のため、国の関係機関、関係自治体、

関係団体等が一体となった連携体制を早急

に構築し、十分な実施体制を確保すること。 

○ 国（環境省及び経済産業省）、都道府県市、

JESCO および電気保安等の関係団体から構成

される「関係者連絡会」を設置し、平成 27 年

２月に全国版の連絡会を、平成 27 年８月に北

九州地域版の連絡会を開催いたしました。今

後、連絡会の開催頻度を上げて開催し、連携

体制を強化してまいります。 

② 都道府県市の処理計画改訂において早期

かつ計画的な処理期間を設定し、未処理機器

の把握や処理の取組みが早期かつ計画的に

進められるよう必要な指導を行うとともに、

広域調整協議会等を活用して取組みの進捗

管理を行い、取組みが十分でないと認められ

る場合には、行政的なテコ入れを行うなど厳

しい態度で臨むこと。 

○ 都道府県市の取組状況を定期的に把握し、

進捗が芳しくない場合には、関係都道府県市

等と連携の上、原因を分析し、必要な対策を

講じます。平成 27 年８月に北九州 PCB 廃棄物

処理事業に係る広域調整協議会が開催された

際、北九州事業地域の都道府県市の掘り起こ

し調査の実施状況を報告し、必要な取組の推

進を呼びかけました。 

③ 未処理機器を有している可能性のある事

業者に対して幅広くかつ継続的な調査・周知

等が適切に行われるよう、そのための支援に

必要な予算を確保するとともに、きめ細やか

な相談に応じるための窓口の設定などの丁

寧な運用を確保すること。 

○ 現在、今年度の補正予算案として、都道府

県市が行う掘り起こし調査の効率化、早期完

了に向け、環境省において調査の対象となる

全国 86 万事業者の自家用電気工作物設置者に

係る情報に、PCB 特措法に基づく届出データ及

び JESCO の登録データを突合することにより、

集約・整理した調査対象データを都道府県市

に提供するために必要な予算を盛り込みまし

た。今後も、必要な予算を確保し、都道府県

の掘り起こし調査を国としてしっかり後押し

してまいります。 
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④ 関係機関との連携や様々なメディア媒体

の積極的な活用により、ＰＣＢ処理の重要性

等に関する国民全体への必要な周知を行う

こと。 

○ 環境省及び JESCO においては、変更後の処
理基本計画を踏まえたパンフレットの作成や
ホームページの拡充などにより、都道府県市、
電気保安関係者、その他産業界の関係機関と
連携しつつ、これを周知しています。さらに、
効果的な広報を検討し、上記の関係者連絡会
を活用しつつ、関係機関と連携しながら、国
民への周知を行っていきます。 

○ 本年２月から、経済産業省とも連携しつつ、

事業者への説明会も開催してまいります。 

⑤ 迅速な処理に向けて、日本環境安全事業株

式会社における未登録機器を含む未処理機

器保有事業者への積極的な営業をはじめと

する運用強化、分割払い等処理料金を支払い

やすくする制度の充実を速やかに行い、必要

に応じて料金値上げをはじめとする対策強

化を確実に行うこと。 

○ JESCO においては、北九州ＰＣＢ処理事業所

営業課大阪分室の設置、必要な時期・地域に

は担当を増員するなど営業課員(北九州事業

地域担当)の適正人員の配置及び北九州市と

の連携をモデルとした自治体との連携による

積極的な営業活動を実施していきます。 

また、昨年度から、分割払いの仕組みを整備

しています。  

○ このほか、早期処理に向けた追加的方策に

ついて検討を行い、その結果について、昨年

12 月 21 日から本年 1 月 19 日までパブリック

コメントを実施しました。 

⑥ その他、新たな処理地域からの円滑な搬入

のための調整に係る措置など、ＰＣＢ廃棄物

が適正かつ早期に処理されるために必要な

措置を迅速に講ずること。 

○ 環境省として、新たな処理地域からの搬入

に当たって、広域的な見地及び計画的な処理

の確保に係る見地から、都道府県市間及び都

道府県市と JESCO 間の必要な連絡調整を、広

域協議会等を活用するなどして、実施してい

ます。今後も必要な調整を実施していきます。 

⑦ 事業終了後に速やかに解体・撤去を行える

よう必要な財政措置を講じるとともに、解

体・撤去の時期、方法等について十分な時間

的余裕を持って事前に協議を行うこと。 

○ 環境省において、JESCO の処理施設の PCB 除

去及び土地の原状回復を行うための資金を出

資するための予算として、今年度までに 60 億

円を措置しました。今後も必要な措置を講じ

ていきます。 

○ 施設の解体・撤去については、十分な時間

的余裕を持って、北九州市と協議を行ってい

きます。 

（４）如何なる理由があろうと、処理期間の再

延長はないこと。 

○ 安全性の確保を大前提として、北九州エリ

アにおいて期間内に一日でも早く確実に PCB

処理を完了するよう、対策の強化に引き続き

取り組んでまいります。 
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３．地域の理解 
 

受   入   条   件 履   行   状   況 

（１）本事業に係る安全性及び期限内処理に係る

地域への積極的な情報公開のための機会の

付与、地域への即応的な連絡体制など更なる

リスクコミュニケーションの徹底を図ると

ともに、地域との積極的かつ継続的な交流を

行うなど、必要な取組みを確実に実施するこ

と。 

○ 環境省においては、JESCO や市とも連携しな

がら、引き続き市民の皆様に取組状況を直接御

説明してまいります（平成 27 年 1 月 19 日及び

本日実施）。 

○ JESCO において、地域住民に対する施設見学

など情報公開のための機会を積極的に設ける

とともに、地域行事への参加・協力など自治会

をはじめとする地元地域との交流の活性化を

図っています。今後もこれを継続していきま

す。 

（２）本事業の実施に当たっては、地元企業、人

材を最大限活用した地域密着型の事業とす

ること。 

○ JESCO においては、地元企業である北九州環

境プラントサービス株式会社に運転作業を委

託しています。今後もこれを継続していきま

す。 

○ また、工事・修理点検等についても、市内企

業を活用して事業を進めています。今後もこれ

を継続していきます。 

（３）本事業が地元の理解と協力の下に成り立っ

ていることを国及び処理対象地域の自治体

が的確に認識し、その理解・協力を促すため

の取組みを積極的に推進すること。 

○ 環境省より都道府県市に対し、PCB 廃棄物処

理施設の設置自治体の重要な貢献を認識し、で

きる限りの協力を行うよう要請しています。今

後も、広域協議会などを通じて、要請していき

ます 

（４）本市の技術、人材、ノウハウ、仕組み等を

国として積極的に評価し、他地域への水平展

開を図るとともに、世界の有害物質のリスク

管理にも貢献するための取組みを推進する

こと。 

○ JESCO 北九州 PCB 処理事業所が、地元の技術

人材をベースに先駆的に PCB 廃棄物処理を実

施してきたことを踏まえ、その技術、ノウハウ

等を他の事業所へ水平展開しています。 

○ 未処理機器の掘り起こし調査について、先駆

的な取組みを行っている北九州市のノウハウ

を環境省の掘り起こし調査マニュアルに盛り

込み、水平展開を行っています。 

今後も様々な機会を活用し、他地域への展開

を図っていきます。 

（５）本市の環境未来都市としての取組みが更に

発展・展開するよう密接な連携を図ること。 

○ 今後も、北九州市の環境未来都市作りの発

展・展開に向け、綿密な連携を図っていきます。 
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４．取組みの確実性の担保 
 

受   入   条   件 履   行   状   況 

（１）安全対策、処理促進策等の各種施策につい

て、その運用方法や実施状況、及び更なる対

策の必要性等について、本市との定期的な協

議の場を設けること。 

○ 平成 26 年 4 月以降、北九州市と緊密に協議

を実施しています。今後も引き続き、きめ細

かい協議を継続していきます。 

（２）国全体及び北九州ＰＣＢ処理事業について、

平成 30 年度を目途に、中間総括を行い、本市

に報告するとともに、その結果に基づき、必

要な措置を検討・実施すること。 

○ 受入条件のとおり中間総括を確実に履行し

た上で、その結果に基づき、必要に応じて更

なる措置を検討・実施していきます。 

（３）本市が本事業に係る処理の安全性の確保や

早期処理等を推進するため必要な措置を講じ

る場合には、その施策に積極的に協力するこ

と。 

○ 北九州市と二人三脚で、PCB 廃棄物の安全か

つ早期の処理完了を実現するため、市の施策

に積極的に協力していきます。 

 


